
RAMPA研究会 会則 

The Japan Association of RAMPA Research（JARR） 

（改訂版） 

第一章 総則 

第１条（名称） 

本会は RAMPA 研究会（The Japan Association of RAMPA Research 略称 JARR）と称

する。 

第２条（事務局） 

本会は、その事務局を以下の場所に置く。 

〒176-0013 

東京都練馬区豊玉中 2-19-14-202 

株式会社三清メディカル 

e-mail admin@j-rampa.info 

第二章 目的および事業 

第３条（目的） 

本会は、歯列の配列のみならず、顎顔面領域の成長発育の適切な誘導を含む、顎顔面及

びその関連領域に関する基礎的並びに臨床的研究の進歩発展を図るとともに、会員相互

の情報を交流し合い、親睦を深め、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。 

第４条（事業） 

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

⑴ 原則として年 1 回以上の会員の症例発表会又は学術集会の開催 

⑵ gHumanopics: RAMPA に関連する調査研究、症例発表、学術大会、セミナーの開催 

⑶ 各種委員会の設置 



⑷ その他本会の目的を達成するために必要な事業 

第三章 会員 

第５条（種類） 

本会は、次の会員を置く。なお、RAMPA 会員は、症例発表会に参加できるが、一般会

員は参加することはできない。ただし、歯科衛生士・技工士の一般会員で所定のセミナ

ーを受講した者は、症例発表会に参加できるものとする。 

⑴ RAMPA 会員  RAMPA therapy ハンズオンコースを受講中および修了された医師

または歯科医師 

⑵ 一般会員   RAMPA を学ぶ者 

第６条（入会） 

本会の会員となることを希望する者は、RAMPA 研究会の Web サイトに定める入会フォ

ームにより申込み、理事会の承認を得た上で、本会が指定する期限までに入会金を支払

わなければならない。 

第７条（会費の負担） 

⒈ 会員は、以下に定める入会金及び会費（以下「会費等」という。）を支払わなけれ

ばならない。 

⑴ 入会金 

  １万円 

⑵ 年会費（毎年４月１日から翌年３月３１日までの１年間の会費） 

  RAMPA 会員                ２万円 

  一般会員（医師又は歯科医師）       １万円 

  一般会員（医師又は歯科医師以外の者）  ５，０００円 

⒉ 会員は、４月１日から翌年３月３１日までの期間の途中で入会した場合であって

も、入会日の属する年度の年会費を全額支払わなければならない。 

⒊ 入会年度の翌年以降の年会費については、毎年４月１日をもって会員に支払義務が



生じるものとし、会員は、年会費を毎年４月３０日までに支払わなければならない。 

⒋ 会員は、会費等を銀行振込等、本会が指定する方法により、支払うものとする。 

⒌ 本会は、途中退会・除名その他理由の如何を問わず、会員が既に支払った会費等を

一切返金しない。 

⒍ 本会は、物価・経済的事情の変動等の諸事情又は本会の都合により、合理的かつ相

当な範囲内で会費等を増額することができる。 

第８条（会員資格の有効期間） 

⒈ 会員資格の有効期間は、毎年４月１日から翌年３月末日までとする。 

⒉ 会員は、前項の有効期間満了をもって退会する場合、本会に対し、退会する年度の

２月末日までに退会届を提出しなければならない。 

⒊ 会員資格の有効期間は、前項による退会の申し出がない限り、１年間ずつ更新さ

れ、以後も同様とする。 

第９条（任意退会） 

会員は、本会が指定する方式により本会に申し出ることで任意に退会することができ

る。 

第 10 条（除名） 

会員が次のいずれかに該当する場合には、理事会の決議によって、当該会員を除名する

ことができる。 

⑴ 本会の会則に違反したとき 

⑵ 本会の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき 

⑶ その他の除名すべき正当な理由があるとき 

第 11 条（会員資格の喪失） 

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、会員資格を喪失する。 

⑴ 正当な理由なく会費を２年以上滞納し、本会からの催告を受けても滞納を解消しな

かったとき 



⑵ 会員が死亡し又は失踪宣告若しくは破産手続開始決定を受けたとき 

⑶ 会員が成年被後見人又は被保佐人となったとき 

⑷ 本会に対して退会届を提出したとき 

⑸ 本会によって除名されたとき 

第四章 役員及び顧問 

第 12 条（役員） 

本会に、次の役員を置く。 

⑴ 会長    １名 

⑵ 副会長   １名以上 

⑶ 理事    ７名以上１２名以内 

⑷ 監事    ２名 

第 13 条（役員の選任） 

⒈ 理事及び監事は、理事会の決議によって RAMPA 会員の中から選任する。 

⒉ 会長及び副会長は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。 

第 14 条（理事の職務及び権限） 

⒈ 理事は理事会を構成し、会計、学術、広報、渉外等の業務を分担し、本会の職務を

執行する。なお、理事は、事務的事項の処理を事務局に委嘱することができる。 

⒉ 会長は、本会を代表してその業務を執行する。また、理事の中から、会務の担当者

を任命する。 

第 15 条（監事の職務及び権限） 

⒈ 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。 

⒉ 監事は、いつでも理事に対して職務の報告を求め、本会の業務及び財産の状況を調

査することができる。 

第 16 条（役員の任期） 



⒈ 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

⒉ 監事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する理事

会の終結の時までとし、再任を妨げない。 

⒊ 会長は、原則として連続 ２期を超えて選定されないものとする。 

第 17 条（報酬） 

理事及び監事に対して、理事会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定

める報酬等の支給の基準に従って算定した報酬等を支給することができる。 

第 18 条（顧問） 

⒈ 本会は、顧問若干名を置くことができる。 

⒉ 顧問は、学識経験者、本会に功労のあった者又は会長若しくは副会長経験者のうち

から、理事会の推薦により、会長が委嘱する。 

⒊ 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。 

⒋ 顧問の任期は、委嘱の都度、会長が定めるものとする。 

⒌ 前条の規定は、顧問について準用する。 

第五章 理事会 

第 19 条（構成） 

⒈ 本会に理事会を置く。 

⒉ 理事会は、すべての理事をもって構成する。 

第 20 条（権限） 

理事会は、次の職務を行う。 

⑴ 本会の業務執行の決定 

⑵ 理事の職務の執行の監督 

⑶ 会長及び副会長の選定及び解職 



⑷ 顧問の推薦 

⑸ 理事及び監事の選任又は解任 

⑹ 会員の除名 

⑺ 本会の解散 

第 21 条（開催） 

理事会は、毎年２回以上開催することとし、次のいずれかに該当する場合にも開催す

る。 

⑴ 会長が必要と認めたとき 

⑵ 会長以外の理事から、会議の目的である事項を記載した書面又は電子メールによ

り、会長に対し、招集の請求があったとき 

第 22 条（招集） 

⒈ 理事会は会長が招集する。 

⒉ 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。 

⒊ 会長及び副会長が欠けたとき又は会長及び副会長に事故があるときは、あらかじめ

理事会が定めた順序により他の理事が招集する。 

⒋ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所（当該理事会の場所を定める場合に限

り、当該場所に存在しない理事又は監事が理事会に出席する方法を含む。）、目的、開

催方法（当該理事会の場所を定めない場合に限り、理事又は監事が当該理事会に出席す

るために必要な事項を含む）である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催

日の１週間前までに各理事及び各監事に対してその通知をしなければならない。ただ

し、理事及び監事の全員の同意があるときは、その招集手続を省略することができる。 

第 23 条（議長） 

理事会の議長は、会長がこれに当たる。 

第 24 条（議決） 

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事の３分の２以上が出席し、



その過半数をもって行う。 

第 25 条（議事録） 

⒈ 理事会の議事については、会長において、書面又は電磁的記録により議事録を作成

する。 

⒉ 会長は、前項の議事録に署名（電子署名を含む。）又は記名押印し、これを速やか

に出席した理事及び監事（以下「出席理事」という。）に書面又は電磁的方法により供

覧する。 

⒊ 出席理事は、前項の議事録を受領次第、速やかに議事内容の正誤等を確認し、異議

がある場合には、受領日から起算して７日以内に、会長に対し、書面又は電磁的方法に

より異議の内容を申告する。なお、同期限内に異議の申告がない場合には、当該議事録

の内容について、出席理事らにおいて異議はないものと見做す。 

⒋ 前項の異議によって議事録の内容が修正された場合又は修正が不要であることが確

認された場合には、第２項に従って当該議事録を出席理事に供覧し、以降は、前項の定

めに従うものとする。 

第六章 資産及び会計 

第 26 条（資産の構成） 

本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

⑴ 設立当初の財産目録に記載された財産 

⑵ 入会金収入 

⑶ 会費収入 

⑷ 寄附金品 

⑸ 資産から生じる収入 

⑹ 事業に伴う収入 

⑺ その他 

第 27 条（資産の管理） 



本会の財務は、会計業務として行い、財産は会計を担当する理事が管理し、その管理方

法は理事会の決議による。 

第 28 条（経費の支弁） 

本会の経費は、資産をもって支弁する。 

第 29 条（余剰金の分配） 

本会は、会員その他の者に対し、余剰金の分配をすることができない。 

第 30 条（事業年度） 

本会の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

第七章 会則の変更及び解散 

第 31 条（会則の変更） 

本会則は、理事会において理事総数の過半数の決議により変更することができる。 

第 32 条（解散） 

本会は、理事会における理事総数の３分の２以上に当たる決議により解散する。 

第 33 条（残余財産の帰属） 

本会が清算する場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、本会と類似の事

業を目的とするほかの法人、団体、又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとす

る。 

第八章 補則 

第 34 条（委員会） 

⒈ 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。 

⒉ 委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。 

⒊ 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定

める。 



第 35 条（事務局） 

本会の事務を処理するため、事務局を置く。 

第 36 条（施行細則） 

本会則の施行についての細則その他本会の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の

決議を経て、会長が別に定める。 

附則 

⒈ 本会則は 2024（令和６）年 4 月 1 日から施行する。 

⒉ 本会の設立当初の事業年度は、本会の成立の日から 2025（令和７）年３月３１日ま

でとする。 

⒊ 本改訂会則は 2026 年 4 月 20 日から施行する。 
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